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13：30～ 設立３０周年記念式典 

□ 主催者  挨 拶（長野県社会福祉士会長） 

□ 来  賓  祝 辞（長野県知事、長野県社会福祉協議会長、日本社会福祉士会長） 

□ 後援団体祝辞（メッセージ）紹 介 

＜ 休 憩 ＞ 

14：00～ 記 念 鼎 談 

      □ 人々の尊厳を価値基盤に、勇気をもって声を上げ協働する              

◇ 山口 光治氏（淑徳大学・学長、日本高齢者虐待防止学会理事、長野市出身） 

◇ 原田 正樹氏（日本福祉大学・教授、日本地域福祉学会長、諏訪市出身） 

◇ 佐藤もも子氏（長野県社会福祉士会・理事、東御市社会福祉協議会勤務）              

＜ 休 憩 ＞ 

15：20～ トークセッション 

16：30－ 閉  会 

 

 

 

■ 記 念 式 典  

◆  主催者挨拶  長野県社会福祉士会長                        

◆  来 賓 祝 辞                        

◇ 長 野 県 知 事                                     

◇ 長野県社会福祉協議会長 

◇ 日本社会福祉士会長   

◆ 後援団体長祝辞 

◇ 長野県教育委員会                    ◇ 日本ソーシャルワーク教育学校連盟長野県支部 

◇ 長野県救護施設協議会          

◇ 長野県老人保健施設協議会       

◇ 長野県母子生活支援施設連盟       

◇ 長野県知的障がい福祉協会        

◇ 長野県医師会              

◇ 長野県看護協会             

◇ 長野県栄養士会       

◇ 成年後見センター・リーガルサポートながの 

◇ 社労士成年後見センター長野 

◇ 長野県介護福祉士会 

◇ 長野県医療ソーシャルワーカー協会 

◇ 長野県言語聴覚士会 
 

■ 記 念 鼎 談             ………………………… ＜省略＞ 

◆ 鼎談者プロフィール・関係資料    

■ トークセッション        ………………………… ＜省略＞     

◆ 長野県社会福祉士会の歩み（年表） 

◆ トークセッション関係資料 

◆◆◆日程・内容◆◆◆ 

◆◆◆ も く じ ◆◆◆ 
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◇ 長野県高齢者福祉事業協会 

◇ 長野県児童福祉施設連盟 

◇ 長野県身体障害者施設協議会 

◇ 長野県社会福祉法人経営者協議会 

◇ 長野県歯科医師会 

◇ 長野県薬剤師会 

◇ 長野県弁護士会 

◇ 関東信越税理士会長野県支部連合会 

◇ コスモス成年後見サポートセンター長野県支部 

◇ 長野県精神保健福祉士協会     

◇ 長野県理学療法士会    

◇ 長野県介護支援専門員協会 

 



 

1 

           長野県社会福祉士会 設立３０周年を迎えて 
 

 

                          公益社団法人長野県社会福祉士会 

                         会 長  上 條  通 夫 

 

  

 

   

長野県社会福祉士会が本年 30 周年を迎えることができました。この間長野県、長野県社会福祉

協議会、日本社会福祉士会はじめ、関係機関、福祉施設協議会、専門職能団体の皆様にご指導を賜

りましたこと心よりお礼申し上げます。そして県民の皆様の深いご理解と本会を支えてきていただ

いた先輩方に感謝とお礼を申し上げます。 

 本会は「県民福祉の向上と社会福祉士の専門性の向上」等を目的に 1992 年 11 月に任意団体とし

て会員 31 人、予算 375 千円円でスタートしました。そして、現在の会員は 1,189 人、本年度予算

は 73,000 千円余となり、大きく発展して参りました。 

 組織が大きくなり、運営形態も変化して参りましたが、社会福祉士として原点を見つめ、常に社

会の要請に応える職能団体であるように、不断の努力が必要と感じております。本会の発足以来の

社会福祉を取り巻く情勢は、措置から契約へ転換など社会福祉法の改正、介護保険法の施行、障害

者総合支援法の施行など大きく変化してきました。 

さらに、阪神淡路大震災、東日本大震災、近年では、台風１９号大災害など多くの災害が発生し、

新型コロナ感染防止による経済格差の拡大など福祉課題は多様化してきております。そして、これ

らの変化に対応した課題への取り組みが社会福祉士に求められており、この負託に応えるべく活動

することの重要性を痛感しております。 

 本会では、変わる福祉情勢の変化に対応したセミナー等、学ぶ機会の設置、災害支援活動、さら

に行政福祉関連計画等への要望・意見提出などソーシャルアクションにも取り組んで参りましたが、

今後も常によりよい活動を探求していく所存です。当会では一昨年度に中期ビジョンを策定し、社

会福祉士の存在価値、社会福祉士会員である価値、社会福祉士会を運営する価値、社会福祉士会の

存在価値の４つの価値を高めることを念頭に活動を進めています。活動を進めるためには、現状を

分析把握して対応することも大切ですが、諸先輩方の活動に学ぶことも大切と考えております。      

 本セミナーにおいては、本会３０年の歩みを振り返り「全ての人々の自由、平等、共生に基づく

社会正義の実現を目指し、インクルーシブな社会を実現し、誰ひとり取り残さない共生社会を実現

する」という専門職としての社会福祉士の使命を再認識し、これからの時代に求められるソーシャ

ルワーカーと社会福祉士会の役割・期待・課題等について考えたいと思います。 

 設立 30 周年に際してましては、本セミナーのほか記念誌の編集も行うことにしており、編集活

動等を通して先人に学ぶ機会を持ち「温故知新」故
ふる

きを温
たず

ねて新しきを知るの姿勢で新たな活動を

作っていきたいと思っております。 

 本日のセミナーが、中期ビジョンにある４つの価値を高め、社会福祉士会への地域の認識が高ま

り、多くの社会福祉士が集い、専門性を高め合う契機となることを願っております。 

 今後もよろしくお願いいたします。 
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     公益社団法人長野県社会福祉士会 30 周年のお祝い 

 

                     長野県知事  阿 部 守 一 

 

 

 

 

 

公益社団法人長野県社会福祉士会が設立 30 周年という節目を迎え、本記念式典が盛大に開催さ

れますことに対し、心からお喜び申し上げます。 

 貴会におかれましては平成４年（1992 年）に 31 名の会員により、全国に先駆けて「県民福祉の

向上と社会福祉士の専門性の向上」を目的として設立されました。現在は約 1,200名の会員を擁し、

「その人がその人らしくあり続けるために」支援するという先人の方々の思いや情熱を今日まで

脈々と引き継ぎ、県民福祉の発展を支えてこられました。 

これもひとえに歴代の会長様をはじめ、会員各位の多大なる御尽力の賜物と、深い敬意と感謝を

申し上げる次第でございます。 

令和元年東日本台風災害の際に貴会は、速やかに災害支援本部を立ち上げ、長野県災害福祉広域

支援ネットワーク協議会と連携し、災害派遣福祉チームのメンバーとして避難所内に「なんでも相

談センター」を開設していただきました。また、被災直後から避難されていた方々の生活再建に向

けての様々な相談を受け止め、きめ細やかな心身のケアに取り組むとともに、避難所支援のために

多数の会員を御派遣いただくなど、大変御尽力いただき深く感謝しております。 

県では平成 24 年（2012 年）から高齢や障がいのある矯正施設等出所者を支える「地域生活定着

支援センター」の運営を貴会に委託し、自ら地域社会に溶け込むことが難しい方々が地域生活を安

定して送ることができるよう社会福祉士会のネットワークを活かして数多くの方々の社会復帰支

援に取り組んでいただいているところです。また、平成 28 年（2016 年）からは「児童虐待・DV24

時間ホットライン」業務を受託いただき、夜間・早朝及び休日等の虐待通告関係機関の中継を担っ

ていただいております。いずれも貴会の福祉に関する幅広い専門性や豊富な知識が必要な事業です

ので、引き続き御尽力を賜りますようお願いいたします。 

 本日のセミナーを通じて福祉の第一線において御活躍いただいている皆様方が見識を深められ

ますことは、誠に意義深いものであり、福祉社会を支える地域の中核として誰もが安心して幸せに

暮らせる社会の実現のため、今後とも一層の御尽力を賜りますようお願い申し上げる次第でござい

ます。 

 結びに貴会がこの設立 30 周年を契機として新たな決意のもと、福祉の進展のため、より研鑽を

重ねられ、益々発展されますことを御祈念申し上げますとともに、本県の福祉の推進に一層の御理

解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、お祝いの言葉といたします。 
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      「あんしん未来を目指して、歩みをともに」 

 

 

                     社会福祉法人長野県社会福祉協議会 

                     会 長  藤 原 忠 彦 

 

 

 

このたびは、長野県社会福祉士会設立 30 周年、誠におめでとうございます。 

また、本日は 30 年間の歩みを記念して、公開セミナーが開催されますことに心よりお祝い申し上

げます。 

さて、昭和 62 年５月に「社会福祉士及び介護福祉士法」が公布されてから５年後の平成４年６

月、今からちょうど 30 年前になりますが、全国組織である日本社会福祉士会に先んじて、本県に

おいて貴会の設立総会が開催されたこととお聞きしており、当時から貴会の専門職団体としての自

覚と職能意識の高さをうかがい知ることができます。 

さらに、貴会は平成 19 年７月に社団法人、平成 28 年４月には公益社団法人としての認可を受け

られ現在に至っておりますが、広く県民の幸せを追求するという公共性を有した職能団体として、

研修等を通じた会員相互の研鑽はもとより、具体的な課題解決に向けた外部への専門派遣、各種公

開セミナーの開催等啓発活動、県政への要望や声明の公表といったソーシャルアクション、そして

数々の調査や研究活動を行って来られました。これらの多くの活動を通じて、県民の福祉向上に尽

力され貢献されていることに深い敬意を表します。 

 現代の経済優先の日本社会では、非正規雇用が固定化し、生活の格差は生活困窮という形で深刻

化しています。また、晩婚化と少子化は人口減少につながり、本県においても地域の過疎はさらに

広がっています。団塊の世代はいよいよ 75 歳を迎え、世帯の高齢、単身化はますます顕著となり、

家族関係は希薄化しその機能は低下するなか、地域との関係さえも途絶えることで孤独と孤立も広

まっています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大やロシアによるウクライナ侵攻といった国

境を超える不安要素も加わり、私たちの暮らしは大きな不安に覆われています。 

 社会福祉士の倫理綱領の言葉を拝借させていただければ、このような今だからこそ、すべての人

の尊厳が確保され、すべての人が価値ある存在であり、かつ平等であるという認識のもと、人々が

つながりを実感できる社会へと変革していくことを求めていかなければなりません。そして、改め

て平和の意味を理解し、社会正義と人権、集団的責任、多様性の尊重、全人的存在の原理のもと、

社会的包摂の実現をめざし、多様な人々や組織とが協働し実践する取組みが必要となっています。 

 本会としましても、ソーシャルワークの機能を充分に発揮し、個別の生活課題の解決、地域の福

祉力の向上、そして、すべての人の暮らしのあんしんを未来に向けて創造していくため、貴会と共

に歩みを進めて参りたいと考えておりますので、一層の連携をお願い申し上げます。 

結びに、貴会のますますのご発展を祈念するとともに、会員の皆様の一層のご活躍をご期待いた

しまして祝辞とさせていただきます。 
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       長野県社会福祉士会設立 30 周年に寄せて 

 

                         公益社団法人日本社会福祉士会 

                         会 長  西 島 善 久 

 

 

 

公益社団法人長野県社会福祉士会設立 3０周年おめでとうございます。 

貴会は、1992 年 11 月に正会員 31 人で設立されたと伺いました。 

その翌年 1 月に東京八王子において、日本社会福祉士会が設立されました。貴会をはじめ、都道

府県社会福祉士会の設立が本会設立のけん引力となりました。当時、全国各都道府県において社会

福祉士会の設立を呼び掛け、組織されるまで長い時間はかかりませんでした。また、長野県諏訪市

で開催された第 3 回日本社会福祉士会全国大会に併せて開催された総会が、社団法人日本社会福祉

士会設立総会であったと聞いており、何か繋がりを感じます。その後、全国の都道府県社会福祉士

会が社団法人化を迎え、2012 年４月に、日本社会福祉士会は連合体組織へと移行し、2014 年 4 月

には、公益社団法人の認可を受けました。 

貴会におかれましては、2016 年 4 月に公益社団法人の認可を受けられ、現在、会員数も約 1,200

人まで増え、発展されています。長野県から「地域生活定着支援センター」、「児童虐待・DV24 時

間ホットライン」業務を受託し、専門性に基づいたソーシャルワーク実践を通して、長野県の社会

福祉の増進及び県民生活の向上に寄与されていることに敬意と感謝を申し上げます。そして、今後

も社会福祉士として原点を見つめ、常に社会の要請に応える職能団体として発展し続けていかれる

ことを心よりご期待申し上げます。 

 この 3０年様々な局面に向き合い、乗り越えながら、社会福祉士会は着実に進んでまいりました。 

 日本社会福祉士会も将来ビジョンに向けた中期計画を策定し、「ソーシャルワークの推進」、「活

動基盤の強化」、「専門性の向上」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいるところです。権利擁護

センターぱあとなあ、新生涯研修制度、認定社会福祉士制度の着実な進展を通して、社会福祉士の

資格をより高いものとして位置づけるよう、提言してまいります。 

 先般、行われた地域共生社会の実現に向けた「社会福祉法の改正」、現在、審議されている児童虐

待等から子どもたちをまもる「児童福祉法の改正」等において、ソーシャルワーク専門職である社

会福祉士が複雑・複合化した様々な課題に対して、ソーシャルワーク機能を発揮して支援していく

ことが求められています。そのために必要な養成課程の見直しや新たな国家試験の方向性が示され、

次のステージに向かっていくことを期待してやまない思いです。 

 まだまだ社会福祉士が十分に活躍できる環境とは言えませんが、3０年という節目をターニング

ポイントとして、掲げた目標の達成に向け、日本社会福祉士会と長野県社会福祉士会をはじめとし

た 47 の法人が連合体として団結して取り組むことが重要です。そして、47 の法人一つひとつが発

展してはじめて日本が発展するという思いを 30 周年の記念に重ねたいと思います。 
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祝   辞 

 

長 野 県 教 育 委 員 会  

教育長 内 堀 繁 利 

 

長野県社会福祉士会設立 30 周年、誠におめ

でとうございます。 

現在、本県では 37 名のスクールソーシャル

ワーカーを各教育事務所および飯田事務所に

配置し、地域の専門機関と連携して、困難を抱

える児童生徒を取り巻く環境の改善に向けた

総合的な支援をしております。今年度からは、

飯田市と佐久市への派遣を新たに加え、県内全

市へスクールソーシャルワーカーを派遣し、各

市の福祉部局と連携して、早期発見、早期支援

のネットワーク構築を目指しております。さら

に、一昨年度より、経験豊富なスクールソーシ

ャルワーカーによる SV 指導体制を構築してお

り、多様化・複雑化するケースを迅速・的確に

支援することに努めております。 

また、スクールソーシャルワーカーの半数以

上が貴会に所属しており、本県のスクールソー

シャルワーカー活用事業の歩みは貴会と共に

あると言っても過言ではありません。今後も、

本県はスクールソーシャルワーカー活用事業

の充実を目指してまいりますが、そのためには、

現任者の支援や候補者の養成など、引き続き貴

会との連携の必要性が考えられるところです。 

貴会が今後ますますご発展されますことを

心よりお祈り申し上げます。 

 

長野県社会福祉士会設立 30 周年を祝して 

 

             日本ソーシャルワーク  

      教育学校連盟長野県支部  

       支部代表 新 田 さやか 

 

長野県社会福祉士会が設立 30 周年を迎えら

れ、ここに記念誌が発刊されますことを、心

よりお慶び申し上げます。 

貴会は現場で生活支援に携わってこられた

皆さまが、1992 年に 31 名で任意団体として

出発されてから 30 年間、社会福祉士としての

使命感をもって専門性の向上に努め、誰もが

安心して暮らせる社会を築くことに尽力され

てこられました。社会状況の変化のなかで、

生活に困難を抱える一人ひとりに寄り添い、

深刻な生活課題を社会問題として捉え、発信

を続けてこられた歴代の会長、役員、職員の

皆さまのご貢献に敬意を表するとともに感謝

申し上げます。 

社会福祉士の養成においては、日頃より実

習教育へのご理解とご協力をいただくととも

に、国家試験受験者への全国統一模擬試験の

実施、社会福祉士実習指導者講習会の開催な

ど、貴会のご支援のもと、養成校で学んだ卒

業生が社会福祉士会のメンバーとして社会福

祉士の専門知、実践知を受け継いでいます。

現場で実習指導者、支援者として出会った先

輩方の社会福祉士の価値、倫理に根差した実

践者としての姿、実習中にかけていただいた

一言ひとことは、実習生を励まし、現場に立

つ専門職としての社会的責任を強く意識させ

てくださいます。今後とも、貴会との連携を

深め、共に活動させていただきたく存じま

す。 

結びに、長野県社会福祉士会のますますの

ご発展を祈念申し上げ、お祝いの言葉といた

します。 
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祝 辞 30 周年によせて 

 

長野県救護施設協議会  

会  長  西  村  行  弘 

  

この度長野県社会福祉士会が設立３０周年

を迎えられましたことを心からお喜び申し上

げます。 

さて、人口減少高齢化をはじめとした社会変

動により長野県は大変厳しい状況に置かれて

おりました折、新型コロナウイルス感染症まん

延の影響などにより、まさに地域共生社会の礎

となる福祉の力が問われております。このよう

な中「県民生活の支援と権利擁護を図る」との

理念のもと、最前線で活躍されている社会福祉

士の皆様とともに今回の節目を迎えられます

ことは、まことに自治体の皆様、地域住民の皆

様にとっても大変有意義なものであると存じ

ます。 

地域社会をとりまく昨今の厳しい状況の中、

長野県救護施設協議会では生活困窮者や犯罪

経験者の支援に取り組んでおり、地域定着支援

センターをはじめとし、矯正施設等で勤められ

ている社会福祉士の皆様などと連携をいただ

いているところでございます。 

この３０年の歩みの中で培われた貴重な体

験と着実な組織づくりを糧として地域との連

携を深め、地域福祉向上に積極的に取り組んで

いただけるものとご期待申し上げ、この大きな

節目に、更なる発展と飛躍を遂げられるよう、

ご祈念申し上げお祝いの言葉と致します。 

 

設立30周年心からお慶びを申し上げます 

 

一般社団法人長野県高齢者福祉事業協会 

    会 長  萱 垣 光 英 

 

この度は、公益社団法人長野県社会福祉士会様が、

設立３０周年を迎えられましたこと、誠におめで

とうございます。 

 また、これを記念した式典並びにオンラインセ

ミナーが、かくも盛大に挙行されましたことを心

からお慶び申し上げます。 

 貴会は 1994 年（平成４年）に設立以来、長野

県民の福祉、とりわけ社会福祉士の専門性の向上

に係る事業の推進などにより、介護福祉の充実の

ため 30 年の長きにわたり、そのけん引役として

の役割を果たしてこられました。深く敬意を表す

る次第でございます。 

 当協会会員の施設や事業所にとりまして、社会

福祉士は、国家資格の取得者であり、専門職種と

して、多くの方々に働いていただいておりまして、

欠くことのできない存在でございます。 

 そうした介護現場で働く社会福祉士の皆様を

育成・フローして、スキルアップを図っていただ

き、専門性が発揮できるように支援活動事業等も

実施されている貴会には、当協会といたしまして

は、本当に感謝申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の蔓延や国際・経済

情勢のなど、取り巻く環境は大きく変化し、介護

現場にも影響がある時代背景ではありますが、貴

会とも一層連携を深めさせていただき、共に力を

合わせて高齢者福祉の増進に寄与したいと考え

ております。 

今後とも、貴会の益々のご発展と会員の皆様のご

活躍を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉と

いたします。 
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設立 30 周年を祝して 

 

長野県老人保健施設協議会  

会 長  清 水  健 

 

長野県社会福祉士会が、この度設立３０

周年を迎えられたことを心よりお祝い申し

上げます。 

日本は超高齢化社会を迎え、まさに人生

百年時代が到来しようとしているわけです

が、核家族化や生活の多様化に伴い、福祉

ニーズも複雑かつ多様化しております。こ

のような中において、皆様は社会福祉専門

職団体として、社会の要請に真摯に向き合

い、貧困、虐待、消費者被害、権利擁護、災

害福祉支援等、地域における様々な福祉課

題の解決に尽力されてきました。また、医

療や教育、司法といった様々な関係機関へ

も積極的に働きかけながら、地域課題の発

見から政策提言まで幅広いご活躍にて、地

域社会の発展に貢献されてきたことに深く

敬意を表します。 

2025 年問題を目前に、地域包括ケアシス

テムの機能強化は一層重要となる一方で、

地域の医療・介護を支えていく資源にも制

約がある時代です。そのため、今後、貴会の

活動に寄せられる期待はますます高まって

いくものと思われます。当協会も、介護老

人保健施設が在宅復帰・在宅介護支援施設

としての機能を発揮しながら地域の高齢者

を支え、共生社会を実現していくために、

これまで以上に連携を図りながら皆様と共

に活動して参りたいと存じます。 

結びに、貴会の更なるご発展と会員の皆

様のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、お祝

いの挨拶といたします。 

長野県社会福祉士会 30 周年記念に寄せて 

 

一般財団法人長野県児童福祉施設連盟 

会 長  川  瀬  勝  敏 

 

長野県社会福祉士会が設立 30 周年の節目を

迎えられましたこと、心よりお慶び申し上げま

す。 

また、長野県社会福祉士会におかれましては、

設立以来、長野県における社会的ニーズの調査

研究や、各地域における実践発表・発信を通じ

て地域における「社会福祉」の必要性と一人一

人の権利擁護を中心にした支援体制の構築に

向けた活動に取り組んでこられたことに、心よ

り敬意と感謝を申し上げます。 

この間、社会環境の変化により子どもたちの

環境も大きく変化しました。少子高齢化・小家

族化による見守りネットワークの縮小・支え合

いシステムの希薄化・さらに新型コロナウイル

ス感染拡大によるコミュニケーション不足が

重なり、児童虐待・引きこもり・不登校・ヤン

グケアラーなど、社会全体に福祉的課題が顕在

化し、今後の福祉需要（全世帯に支援が必要な

状態）が生まれている状況にあります。 

そのような時、専門的力量があり、援助を必

要とする人々に質の高いサービスを考え提供

できる専門的職能団体が必要となります。 

地域における様々な生活課題・福祉需要に対

し、今まで培われてきた行政や各種団体との調

整力・連携力をさらに発揮され、地域に寄り添

い益々ご発展されることを、心より祈念申し上

げます。 
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3 0 周 年 を 祝 し て  

  

長野県母子生活支援施設連盟 

                   会 長 和 田 勇 造 

 

長野県社会福祉士会設立 30 周年おめでとう

ございます。 

今日、社会福祉士が福祉の専門職として、ソ

ーシャルワーカーの要として社会に広く認知

されるようになりましたことは、貴会ならびに

会員の皆様のご研鑽と活動の賜物である感じ

ており、心から敬意を表したく存じます。 

さて、長野県母子生活支援施設連盟は、児童

福祉法に基づき母親とその子どもを支援する

「母子生活支援施設」が集まって運営している

団体です。施設利用は、生活や住居が困窮して

いる場合やDV避難を目的に開始されることが

多く、母子世帯が地域で自立した生活ができる

よう支援を行います。母子が分離されることな

く暮らせることが施設の特徴の一つです。施設

生活を通じ心身が安定するよう支援し、関係機

関と連携しながら課題の解決法を模索する中

で、できるだけ母子が希望する方向で自立支援

を行います。 

貴会が担っておられる「児童虐待・DV24 時

間ホットライン業務」が支援の端緒となること

もあると伺っております。昨今は、ニーズも多

様化し退所後も多面的な支援が求められてい

ます。必要としている方により良い支援が提供

できるよう皆様と連携を深めていきたいと考

えております。日頃のご活動に感謝申し上げる

とともに、これからもよろしくお願い申しあげ

ます。 

設立 30 周年に思いをよせる 

 

長野県身体障害者施設協議会 

会  長   佐 藤 正 雄 

 

 長野県に社会福祉士会が設立になって 30 年

になるんですね。 

当時、長野県で難関の社会福祉士資格を取得

した人は 30 人ぐらいしかいなかったと記憶し

ております。その皆さんが、熱き心と希望に燃

えて長野県社会福祉士会を設立されました。 

設立総会が、県社会福祉総合センターで開催さ

れているときに、別の会場に居合せ興味深く伺

ったことを今感慨深く思い出しています。 

特に当時の県社協の小池正志氏、富竹の里の

山口光治氏等の熱弁には圧倒された記憶があ

ります。その山口氏は現在淑徳大学の学長にな

られ本日の記念鼎談者として出席なされると

いう福祉士会 NEWS を拝見しました。長野県

の社会福祉士会がいかに優れた人材で構成さ

れているかの証であり本記念式典に寄せるメ

ッセージを送ることができることに感謝申し

上げます。 

 設立以来貴会は長野県民の生活支援及び権

利擁護に多大な貢献を果たしてきました。新型

コロナウイルス感染症の蔓延、各地で頻発する

大規模災害などにより、生活不安や貧困が広が

っております。このような状況の中、社会福祉

専門職の中核として社会福祉士の役割はます

ます大きくなり、県民の期待も増大すると思い

ます。更なるご活躍を祈念してお祝いの言葉に

代えます。 
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3 0 周 年 を 祝 し て  

 

一般社団法人長野県知的障がい福祉協会 

会  長  宮  下  智 

 

長野県社会福祉士会設立 30 周年、おめでと

うございます。これまで 30 年の長きにわたり

社会福祉士会が果たしてきた社会的責務に対

して敬意を表するとともに、これからもさらに

続くであろう研鑽の努力が全ての長野県民の

幸せにさらに結びついていくことを願うもの

です。 

 残念ながら、国策として長く唱えられている

共生社会、多様性社会の実現は、時の流れとと

もにさらに遠のく夢のような話となりつつあ

ります。社会の価値観の分断は広がり、貧富、

学歴等の格差はもはや修復不可能にさえ見え

ます。多くの人たちが自助努力の果てに疲れ果

て、共助、公助にたどり着く術も無いままに、

自己責任を問われ続けています。 

 障がい福祉領域においても、国連の障害者権

利条約を批准したにもかかわらず、支援、教育

現場、あるいは家庭においても、依然として社

会モデル的な障害者観は強固な広がりを見せ

るところまでは至っていないのが現実です。 

 社会福祉に携わる者は、社会の変革者になら

なくてはなりません。そのような意味において

は、社会全体をソーシャルワークしていくこと

が社会福祉士の方々の目指す道なのでしょう。

デジタル社会の進展とともにどんどん希薄に

なっていく人間関係を、「対話」ということを武

器に再構築しなければ、真の共生社会、多様性

社会の実現はさらに遠のくでしょう。 

「ともに行かんこの道を！」、貴会へエール

を送るとともに私たちの目標としたいと考え

ます。 

長野県社会福祉士会設立30周年に寄せて 

 

 長野県社会福祉法人経営者協議会 

           会 長  佐 藤 正 雄 

 

 長野県社会福祉士会設立 30 周年を迎えられ

たこと、大変おめでとうございます。心から

お祝い申し上げます。 

 貴会は、設立以来、「県民福祉の向上と社会

福祉士の専門性の向上」を目的とされ、県民

の生活支援及び権利擁護に多大なる貢献をさ

れてきました。 

 現在、本格的な少子・高齢、人口減少社会

を迎え、更には、新型コロナウイルス感染症

の蔓延、各地で頻発する大規模災害などによ

り、貧困や生活不安が広がっています。 

 このような状況の中、社会福祉専門職の中

核として社会福祉士の役割はますます大きく

なっていくことと考えております。 

 私たち社会福祉法人は、本来事業である社

会福祉サービスの提供にとどまらず、地域と

ともにある社会福祉法人として地域にあるさ

まざまな生活課題に視野を広げ、住民が必要

とする実践を進めております。 

 誰もが安心して暮らし続けることができる

「地域共生社会」の実現に向けて、今後と

も、様々な面で貴会との連携を更に進めてい

きたいと考えておりますので、引き続きのご

指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

結びに、貴会の益々のご発展と会員の皆様

のご健康とご多幸、更なるご活躍を祈念し

て、お祝いの挨拶とさせていただきます。 
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祝   辞 

 

長 野 県 医 師 会  

会 長  竹 重 王 仁 

 

長野県社会福祉士会が設立 30 周年を迎えら

れますことに、心からお慶び申し上げます。 

平成 4 年 11 月の設立当初、31 名の会員から

スタートした貴会は、現在、1,200 名からなる

福祉の専門職能団体に発展され、これまで、相

談事業、長野県地域生活定着支援センターの運

営、高齢者・障がい者虐待対応専門職チーム派

遣事業など、県民の生活支援と権利擁護に積極

的に取り組まれておられますことに敬意を表

する次第であります。 

また、令和元年 10 月に発生した東日本台風

（台風 19 号）による災害では、貴会会員が中

心となって「長野県ふくしチーム」を組織し、

避難所を中心に、被災者に寄り添い、福祉ニー

ズの把握や専門機関との連携、その後の地域生

活を視野に入れた継続的な支援等大変ご尽力

をいただきましたこと記憶に新しいところで

す。 

この度の新型コロナウイルス感染症の世界

的な蔓延は、これまでの常識や日常生活を一変

するほどの大きな影響をもたらし、経済的な格

差の増大、様々なストレスによる心の病、DV 暴

力、自死者の増加などの社会的な課題が増加し、

ソーシャルワーカーの必要性がますます高ま

っております。 

こうした状況のなかではありますが、県民一

人ひとりが生涯にわたり、健康で自分らしく暮

らせることが全ての医療関係者の願いであり、

長野県医師会といたしましても貴会と連携し

ながら、この難局を乗り越えてまいりたいと損

じます。 

長野県社会福祉士会が設立 30 周年を契機に

益々ご発展されますとともに、会員の皆様のご

活躍とご健勝を心からご祈念申し上げ、お祝い

のあいさつとさせていただきます。 

祝   辞 

 

           長 野 県 歯 科 医 師 会  

                    会 長 伊 藤  正 明 

 

長野県社会福祉士会設立 30 周年記念公開セ

ミナーが、開催されますことを心よりお慶び申

し上げます。 

近年、福祉ニーズの変化等に伴い社会福祉士

の活躍の場は、高齢者支援、障がい児（者）支

援、子ども・子育て支援、生活困窮者支援とい

った分野のみならず、教育や司法などの様々な

分野に拡がってきています。そして今後もソー

シャルワークの専門職として、地域共生社会の

実現に向け、多様化・複雑化する地域の課題に

対応するため、他の専門職や地域住民との協働、

福祉分野をはじめとする各施設・機関等との連

携といった役割を担い、活躍の場は益々大きく

なっていくと思われます。 

長野県歯科会においては、昨年 10 月に『長

野県歯科口腔保健推進条例』として名称も新た

に条例改正が施行されたところです。『オーラ

ルフレイル』に象徴されるように、長寿社会を

迎え高齢者や介護を要する方々への口腔健康

管理が全身の健康状態に寄与することが明ら

かになってきていることから、県民の歯及び口

腔の健康づくりに向けた一層の取り組みが求

められています。県民が健康で明るく暮らせる

社会づくり、そして健康長寿延伸に向け社会福

祉士会の皆様と今まで以上の強い連携を図っ

ていきたいと考えております。 

結びに、長野県社会福祉士会の今後の益々の

御発展と貴会員の皆様の御健勝を心から御祈

念申し上げ、挨拶とさせていただきます。 
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長野県社会福祉士会創立30周年に寄せて 

 

公益社団法人長野県看護協会 

会  長  松 本 あつ子 

  

長野県社会福祉士会設立 30 周年誠におめで

とうございます。新型コロナウイルス感染症

による人々の活動制限等が強いられる中、家

族との絆の難しさや経済格差等課題が表出

し、皆様の支援を必要とする方も増えている

のではないかと拝察いたします。 

さて、少子高齢化の進行に伴い医療福祉の

課題が山積しています。看護協会は看護将来

ビジョンを策定して、どのような健康・生活

状態であってもその人らしく住み慣れた地域

で暮らせる社会を目指して事業を展開してい

ます。一方、病院現場では入院日数の短縮が

図られ、一人ひとりの生活背景を考慮した退

院後の療養に必要な情報が得にくくなってい

るのが現状です。短期間の入院であっても入

院時から一人ひとりの生活を考えた入退院支

援が最大の方策となります。 

そこで大きな役割を果たしていただいてい

るのが社会福祉士の皆さんです。一人ひとり

の生活に寄り添い社会資源の活用やあらゆる

情報を駆使して対応していただいています。

今やチーム医療と言う言葉は陳腐になりまし

たが、医療福祉にまつわる専門職がそれぞれ

の役割を発揮してあらゆる場で共に連携して

いくことがこれからのあるべき姿と考えま

す。今まで以上に様々な活動でご一緒できる

ように、今後ともご支援ご指導をお願いいた

します。 

最後になりましたが、貴会のますますのご

発展ご活躍を心よりお祈りして、ご挨拶の言

葉とさせていただきます。 

設立 30 周年を祝して 

                               

一般社団法人長野県薬剤師会 

会  長  日  野 寛  明 

 

公益社団法人長野県社会福祉士会の設立 30

周年並びに記念式典の開催、誠におめでとうご

ざいます。心からお慶び申し上げます。 

貴会は、1992 年に会員 31 名によって設立さ

れ、以来社会福祉の専門職として、高齢者・障

がい者・児童・母子等の施設、医療機関、学校、

行政等、様々な分野において、地域貢献されて

います。また現在 1,189 名の会員を擁する職能

団体として、その献身的な活動は県民の生活向

上に寄与されていますこと、改めて敬意を表す

ものであります。 

人口減少、少子超高齢化が進み、社会福祉を

取り巻く環境が大きく変化する中、高齢者及び

障がい者等の虐待対応、血縁関係の希薄化によ

る身寄りなき時代の権利擁護支援、また災害時

においては被災者に寄り添った継続的な支援

等、社会福祉士皆様は、県民生活の支援と権利

擁護、そして誰もが住みよい社会づくりのため

になくてはならない存在であります。 

本県は、「健康長寿世界一」を目指し積極的な

施策を展開し、国は地域包括ケアシステムの構

築に向けて、多職種連携等の体制作りが本格化

しています。 

コロナ禍で活動は制限されていますが、本会

も貴会とともに県民の安心安全な健康生活に

寄与するため、今後とも緊密な連携をお願いい

たします。 

結びに、貴会の益々のご発展と会員皆様のご

健勝、ご活躍をご祈念申し上げ、お祝いといた

します。 
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長野県社会福祉士会30周年をお祝いして 

 

公益社団法人長野県栄養士会 

会  長  馬 島 園 子 

 

公益社団法人長野県社会福祉士会が設立 30

周年を迎えられ、また盛大に記念式典が開催さ

れますことを心よりお祝い申し上げます。 

 貴会が、長年にわたり医療・福祉・教育・行

政機関などにおいて、生活面での様々な困難を

抱える方々のために、相談や支援にご尽力され、

県民の方々の権利と生活向上に寄与されて来

られましたことに深く敬意を表します。 

 私たち長野県栄養士会は「食と栄養」の観点

から、県民の皆様の健康に貢献するべく働いて

おりますが、新型コロナの蔓延を機に、取り巻

く環境が大きく変化しております。社会福祉士

の方々のお仕事の根幹でもある人と人との関

わりに著しい制限が加わり、相談内容にも大き

な影響が表れてご苦労されていることと拝察

いたします。 

「精神の健康」と「体の健康」は、表裏一体

で切っても切り離せないことで、どちらも私た

ちが生活するうえで大切なことだと思ってお

ります。 

県民の全てが、健やかで安定した生活を送れ

るように、多職種支援の連携がますます重要に

なっております。今後とも連携をしていただけ

ますようにお願い申し上げます。 

結びに、長野県社会福祉士会様の益々のご発

展と会員の皆様のご健勝を祈念申し上げ、お祝

いのご挨拶とさせていただきます。 

長野県社会福祉士会設立30周年を祝して 

          

                   長 野 県 弁 護 士 会 

会 長 中 村 威 彦 

  

このたび、貴会が設立 30 周年を迎えられた

ことを心よりお祝い申し上げます。 

 貴会が「県民福祉の向上と社会福祉士の専門

性の向上」等を目的に掲げ、社会福祉を取り巻

く環境が変化していく中で、当会を含む様々な

分野の専門職団体や関係機関等と連携した取

り組みをすることで、国民の誰もが個人の尊厳

を保持し、自立した日常生活を営むことができ

るように活動されていることに敬意を表しま

す。 

 社会福祉と司法とが交錯する場面は、成年後

見制度や触法障がい者・高齢者の分野など様々

あるところです。そのような中で、貴会と当会

とは共同して「長野県高齢者・障がい者虐待対

応専門職チーム」を設置し、長野県内における

地方公共団体、地域包括支援センター及び市町

村障がい者虐待防止センターの権利擁護活動

への支援を行っております。 

また、貴会が長野県から受託して、矯正施設

を退所する高齢者や障がい者に、必要な福祉サ

ービス利用までの支援を行うために運営する

「長野県地域生活定着支援センター」の運営委

員会にも当会の会員が参加し、触法障がい者・

高齢者の社会復帰を支援しております。 

 今後も社会福祉士と弁護士とが協力して社

会の期待に応えるべく、当会は、貴会と益々連

携を深めたいと考えております。 

 貴会の益々のご発展を祈念申し上げます。 
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長野県社会福祉士会設立30周年記念にあたって 

 

公益社団法人 成年後見センター 

リーガルサポートながの支部   

支部長  髙 野 哲 浩 

  

この度は、会設立 30 周年とのこと心よりお

喜び申し上げます。 

貴会が、県民福祉の向上と社会福祉士の専門

性の向上を目的に設立後 30 年にわたり社会福

祉をとりまく様々な問題に対して真摯に向き

合ってこられたことに敬意を表します。  

平成 12 年には成年後見制度といっしょに介

護保険制度が施行されました。同年、社会福祉

事業法等の一部を改正する等の法律が公布さ

れ介護についても措置から契約への大きな改

正がありました。貴会の果たす役割も非常に大

きくなったと思います。 

リーガルサポートながの支部は、成年後見制

度利用促進法に基づく地域連携ネットワーク

や中核機関の立ち上げにあたり家庭裁判所と

の連絡協議会などを通して貴会と連携してお

ります。 

今年は成年後見制度利用促進法に基づく第

２期計画が発表されました。「尊厳のある本人

らしい生活の継続と地域社会への参加を図る

権利擁護支援の推進」というサブタイトルがつ

いており、意思決定支援と権利侵害の回復支援

をしながら最終的に地域共生社会の実現を目

指すという内容です。今まで以上に貴会の活躍

が期待されるところです。 

今後も県内各地の中核機関や成年後見支援

センター等において専門職団体として共に連

携しながら活動していきたいと考えています。

貴会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を

祈念して祝辞とさせていただきます。 

祝   辞 

 

関東信越税理士会長野県支部連合会 

  会 長  上 條 光 信 

 

このたび、長野県社会福祉士会が設立 30 周年を

迎えられましたことを心からお祝い申し上げます。 

近年社会情勢が大きく変化し、高齢者や障害のあ

る方など社会的弱者といわれる方にとって大変厳し

い環境となっています。そのような中、貴会会員の

皆様は、福祉の向上や権利擁護の推進のため、県、

市町村、広域連合等幅広く介護認定審査会、障害支

援区分認定審査会などの委員を務められるなど活躍

しておられます。また、成年後見人等としても携わ

れておられます。 

社会福祉士の皆様は、福祉に関するエキスパート

として、国家資格に定められて以来、無くてはなら

ない存在として揺るぎない地位を確立されています。

相談事業や各種研修会の講師をされるなど地域に密

着した活動をされています。 社会福祉士の専門性

と地域ネットワークは今後も益々必要とされること

でしょう。 

税理士会は「職能を活かした社会貢献活動」を念

頭に各種審理委員や審査委員また成年後見人等の公

益的業務に積極的に携わることを推進しています。

分野は異なるかもしれませんが、社会に貢献をする

という点では一致しています。専門性を活かし、よ

り一層の社会貢献が貴会と共にできることを願って

います。 

 長野県社会福祉士会のさらなるご発展と、会員の

実様方の一層のご活躍をご祈念申し上げまして、お

祝いの言葉といたします。 
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長野県社会福祉士会設立30周年を祝して 

 

一般社団法人社労士成年後見センター長野 

   理 事 長   杉 山 逸 人 

 

このたび、長野県社会福祉士会が設立 30 周

年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し

上げます。 

この間、会員の皆様お一人お一人が、それぞ

れの職場や地域において、社会福祉の専門家と

して強い使命感のもと、県民生活を支えてきて

くださったことに対し、深く感謝と敬意を表し

ます。 

私たち「一般社団法人社労士成年後見センタ

ー長野」は、成年後見制度に携わろうとする県

内の社会保険労務士が、平成 27 年に設立した

団体です。まだ歴史も浅く、受任件数も決して

多くはありませんが、社会福祉士の皆様にも助

言やご指導をいただきながら、少しずつ歩を進

めているところであります。 

成年後見に関わる中で、特によく感じること

が「つながり」の大切さです。一人では狭い範

囲の物事しか見えませんが、それぞれの分野の

専門職がつながることによって、幅広い視点で

その人を支えることができます。 

地域福祉の最前線で、さまざまなケースに向

き合っている社会福祉士の皆様は、まさにその

「つながり」づくりのプロフェッショナルだと

感じています。当センターもそのつながりの一

員として、今後とも一層のご指導ご鞭撻をお願

い申し上げる次第です。 

結びに、長野県社会福祉士会の益々のご発展

と、会員の皆様のご活躍、ご健勝をお祈りし、

お祝いのご挨拶といたします。 

長野県社会福祉士会設立30周年記念に寄せて 

 
一般社団法人コスモス  

成年後見サポートセンター 

長野県支部長 柳 澤 誠 

 

この度、公益社団法人長野県社会福祉士会

におかれましては、設立３０周年を迎えら

れ、盛会に記念式典を開催されますことを心

よりお祝い申し上げます。 

 コロナ禍の収束が見通せない中、ソーシャ

ルワーカーとして困難な状況にある市民の皆

様の相談、支援に当たられている貴会及び会

員の皆様の活動に、心より敬意を表するとと

もに感謝申し上げます。 

私どもコスモス成年後見サポートセンター

は、行政書士による成年後見支援を目的とし 

て設立された団体で前身の県内組織と合わせ

て 15 年目を迎えたところでありますが、これ

までの成年後見支援活動においても、県内各

地域での様々な会議や学習会などを通じて、

貴会権利擁護センターぱあとなあながの会員

の皆様の先進的な取り組みを学ばせて頂きな

がら、歩みを進めて参りました。 

今年度は、国の第二期成年後見利用促進基

本計画もスタート致しましたが、貴会とこれ

まで以上に連携をさせていただきながら、県

内各地域の連携ネットワークの充実と尊厳あ

るご本人らしい生活が継続できるよう会員一

同取り組んで参りたいと思いますので、引き

続きご指導賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

結びに、長野県社会福祉士会の益々のご発

展と会員の皆様のご健康を祈念申し上げま

してお祝いの言葉と致します。 
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地域社会に貢献していきましょう 

 

公益社団法人長野県介護福祉士会 

     会 長  鈴  木 よし子 

 

公益社団法人長野県社会福祉士会が設立 30

周年の節目を迎えられましたことを、公益社団

法人長野県介護福祉士会を代表いたしまして

心からお祝い申し上げます。 

 また、貴団体が設立されて以来「成年後見制

度の推進」「地域包括ケアの推進」等に努め広範

な社会活動に取り組まれ、住民の生活の安定と

向上に力を尽くしてこられたことに、敬意を表

します。 

社会福祉士及び介護福祉士法は、介護・福祉

ニーズの多様化・高度化に対応し、人材の確保・

資質の向上を図るために 2007 年に大幅改正さ

れました。高齢者だけでなく、すべての人が尊

厳ある自立した生活が営めるようサポートす

る視点は、介護福祉士も同じです。社会福祉士

の活躍する職場は多岐にわたっており、病院・

介護・施設・障害者施設などで、ソーシャルワ

ークの専門職として、看護師、介護福祉士等と

の連携をとり、一人一人の望む暮らしを支えて

います。 

厚生労働省は、住まい・生活支援・介護・医

療・予防が一体となったシステムの構築を目指

しています。互いの持つ情報を総合的に把握し、

専門性のある多職種との連携をとっていくこ

とが必要になります。お互いに地域社会に貢献

していきましょう。 

最後に、社会福祉士会がこれからも伝統を生

かし、人材を生かしながら、会員が一丸となっ

てさらなる飛躍をとげられることを祈念いた

しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 

設立 30 周年の年を迎えられて 

 

長野県精神保健福祉士協会 

会  長  夏 目 宏 明 

 

長野県社会福祉士会設立 30 周年おめでとう

ございます。現在は公益社団法人となり1200人

の会員を抱える大きな組織となられました。平

成 4年より今日までの皆様のご活躍と社会福祉

への貢献に県民の一人としても深く感謝を申

し上げます。同じく社会福祉学を基盤に置き、

ソーシャルワーカーとして社会に貢献しよう

とする長野県精神保健福祉士協会は、これまで

も皆様とは様々な状況で助け合い、県民の社会

生活を支えるお手伝いをして参りました。 

そうした中で皆様は、非常に幅広い領域で県

民の社会福祉課題に力を尽くしていただいた

と思います。特に、成年後見制度に関しては法

人後見にも取り組まれ、社会的弱者の一人であ

る精神障がいをお持ちの皆様への支援にも関

わっていただきました。私たち精神保健福祉士

協会では、まだまだ力不足の領域でもあります

ので、今後もお力をお貸しいただきたいと思い

ます。 

併せて今日、県では 10 代の若者の自殺危機

対応が大きな課題の一つに上げられています。

ここ数年、県精神保健福祉士協会においてもそ

の問題に深く関りを持たせていただいており

ます。県は今後、地区ごとに多職種チームを作

り、身近な場所でハイリスクの若者に対しての

支援者支援を中心とした体制を構築していく

計画があります。それらのチーム作りにおいて

は是非、社会福祉士会の皆様にもお力をお貸し

いただき、共に関わっていただきたいと願って

います。 

設立 30 周年にお祝いを申し上げますととも

に、皆様のますますのご活躍をお祈りいたしま

す。 
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社会福祉士会設立 30 周年ご祝辞 

 

一般社団法人長野県医療 

ソーシャルワーカー協会 

会 長  杉 野 仁 

 

 公益社団法人長野県社会福祉士会が創立 30

周年をお迎えになられましたことを心よりお

喜び申し上げます。 

貴会におかれましては、社会福祉士創成期よ

り社会福祉に関する実践・研究や、関係機関・

団体との交流を通じて、県民福祉の向上に多大

なる寄与をされてこられました。長きにわたり

貢献されてきた貴会の功績に、同じ社会福祉分

野に身を置く我々として敬意と感謝の意を申

し上げます。 

さて、目まぐるしく変化していく社会に伴い、

毎年のように福祉関係制度に改訂や変更があ

ります。また他の多くの分野同様に、社会福祉

分野でも AI などの技術革新が進み、あらゆる

場面で効率化が図られております。少しうがっ

た見方をすると「人間の仕事」が淘汰されつつ

あるとも表現できます。 

しかしどのような時代になろうとも、社会福

祉士の仕事は様々な課題を抱えた方々と直接

会って「声」を聴くところから始まります。そ

してその切実なる日常を共に支え歩んでいく

職種です。我々は誰のための援助者なのか？社

会福祉の専門職として自身に問いかけ、常に研

鑽を重ねて行きたいところです。 

最後になりましたが、長野県社会福祉士会の

今後ますますのご発展と、貴会会員の皆様のご

健勝とご活躍を祈念申し上げ、お祝いのご挨拶

とさせていただきます。 

祝   辞 

 

一般社団法人長野県理学療法士会 

会  長   佐  藤 博  之 

 

長野県社会福祉士会が創立から 30 周年を迎

えられることに、心からお祝いとお喜びを申し

上げます。貴会は、公益社団法人として、早く

から障がい児者をはじめ、高齢者、児童虐待に

至るまで幅広い分野で、県民の生活の向上に寄

与されてきました。心より敬意を表します。 

社会福祉士と理学療法士等リハビリ専門職

は、医療や福祉など様々な分野で協働し、諸問

題の解決やよりよい生活や人生に関与してい

ます。私も地域ケア会議に参加しており、リハ

ビリ専門職としてアドバイスをさせていただ

くのですが、社会福祉士の皆さんは、ご本人が

こうしたいという思いや、過去の人生の生い立

ち、家族の思いなど幅広い視点で分析され、的

確なアドバイスをされています。そんな視点が

あったのかといつも勉強になっています。 

新型コロナウイルスの感染拡大の対応に追

われ、気がついてみれば 2025 年地域包括ケア

システムの完成年まであと少しになってしま

いました。人と人との交流が閉ざされたこの数

年で、後退してしまった気がいたします。徐々

に制限が緩和する中、目標に向かって急ピッチ

で進んでいかなければなりません。 

地域共生社会の実現も同じです。まさに今、

社会福祉士とリハビリ専門職は、連携し協働し、

地域で自分らしい人生が過ごせるよう、共に実

現していきましょう。 

終わりに長野県社会福祉士会の益々のご発

展と会員の皆様のご健勝をご祈念申し上げま

す。 
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長野県社会福祉士会 30 周年を祝して 

 

長野県言語聴覚士会  

会 長 寺 島 さつき 

 

 この度、長野県社会福祉士会が 30 周年を迎

えられましたことを心からお祝い申し上げま

す。また、設立以来、社会福祉士の活動支援、

社会的地位の向上に寄与されてきましたこと

に、深く敬意を表します。 

 私ども言語聴覚士は、1963 年に初めて法制化

が行政で話題となってから 30 年有余を経て、

1997 年に言語聴覚士法制定となり、国家資格と

して身分が位置付けられました。昨年、当会は

20 周年を迎えることができました。 

 私自身、病院勤務をしておりますが、患者様

やご家族の生活はもちろん、医療従事者同士の

連携など、日々社会福祉士の皆様はリハビリテ

ーション職種にとっても必要不可欠な存在で

あります。 

 近年、新型コロナウイルス感染症の影響で“新

しい生活様式”が打ち出されるようになりまし

た。これまでの規定概念が通用しない世界の中、

医療従事者としての葛藤や苦労、様々な困難が

目の前に立ちはだかっている状況です。残念な

がら未だ収束の気配はありませんが、そのよう

な状況だからこそ、規定概念にとらわれない“新

しい”発想や活動の在り方、関係性の構築を共に

考え、模索していけたらと思っております。 

 最後になりましたが、貴会がますます発展さ

れますことを祈念いたしますと同時に、私ども

言語聴覚士に対して今後もご指導いただきま

すことをお願いし、お祝いのことばとさせてい

ただきます。 

 

長野県社会福祉士会設立30周年を祝して 

 

一般社団法人長野県介護支援専門員協会 

会  長   小 林 広 美 

 

長野県社会福祉士会の設立３０周年を心よ

りお喜び申し上げます。 

また、長野県社会福祉士会の設立から今日に

至るまで、ご尽力されました歴代の会長様をは

じめ役員の皆様、会員の皆様方のこれまでのご

活躍に深く敬意を表します。 

我が国では世界でも類を見ないほどの高齢

化社会を迎えています。社会保障制度は、少子

高齢化と同時にライフスタイルが多様となる

中、全ての世代を公平に支える「全世代社会保

障制度」へと検討が進められ、地域づくりも地

域包括ケアから「共生社会」へと動きだしてい

ます。 

そのような変化の中、社会福祉の専門職の皆

様は、権利擁護・虐待・消費者被害など様々な

困難を抱える地域住民に寄り添いながら、地域

包括ケアの鍵となる地域課題から政策形成へ

の取り組み、医療現場での相談調整等幅広くご

活躍され、変革する情勢の中でも最も国民に近

く、地域を作る大切な役割を担っておられます。 

「ノーラマイゼーション」の理念が提唱され

て久しいところですが、高齢者や障がいをお持

ちの方々が、地域の中でごく当たり前に「安心」

して生活できる環境の実現と、社会福祉・社会

保障の充実に向け、皆様方に寄せられる期待と

その役割はさらに大きくなると思われます。 

当協会も貴会のご活躍を目標にしつつ、これ

からの社会福祉を共に支えていこうとする仲

間として、相互に手を携え歩んでいけることを

お願い申し上げ、お祝いの挨拶とさせていただ

きます。 
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